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第 15章 産 業 保 安 の 概 況 

 

１． 高圧ガス 

県内の許可・届出等事業者数、高圧ガスの消費量・充填量の状況は、次のとおりです。 

 

(1) 高圧ガスの現況 

・高圧ガス保安法に基づく製造・貯蔵・販売事業者等の状況 

 

第１表 高圧ガス製造事業所数 （令和７年３月31日現在） 

高圧ガス製造事業所 

第一種製造者 第二種製造者 

コンビ 一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 冷凍 一般 ＬＰ 冷凍 

1 99 38 15 62 290 3 1145 

※ 「コンビ」とは高圧ガス保安法のコンビナート等保安規則、「一般」とは一般高圧ガス保安規則、  

「ＬＰ」とは液化石油ガス保安規則、「冷凍」とは冷凍保安規則のそれぞれの適用を受ける事業所をい

います。また「一般＋ＬＰ」とは、一般高圧ガス保安規則及び液化石油ガス保安規則両方の適用を受け

る事業所をいいます。 

 

第２表 高圧ガス貯蔵所、特定高圧ガス消費者数（令和７年３月31日現在） 

高圧ガス貯蔵所 
特定高圧ガス消費者 

第一種貯蔵所 第二種貯蔵所 

一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 

40 29 12 155 27 11 54 45 10 

 

第３表 高圧ガス販売事業者・容器検査所数 （令和７年３月31日現在） 

高圧ガス販売事業者 容器検査所 

一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 一般 ＬＰ 一般+ＬＰ 

413 201 40 11 2 1 
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・液化石油ガス法に基づく登録販売事業者の状況 

 

第４表 液化石油ガス登録販売事業者数（令和７年３月31日現在） 

地域 市町村 
富山県所管

※１ 

経済産業省

所管※２ 

中部近畿産

業保安監督

部所管※３ 

計 

新川地域 

魚津市 7 (1) (1) 7+(2) 

黒部市 6   6 

下新川郡 13 (1)  13+(1) 

富山地域 

富山市 49 1+(6) 1+(1) 49+(7) 

滑川市  7  (1) 7+(1) 

中新川郡 11 (1)  11+(1) 

高岡・射水 

地域 

高岡市 45 (3) (2) 45+(5) 

氷見市 11   11 

射水市 30   30 

砺波地域 

砺波市  8 (1)  8+(1) 

小矢部市  9    9 

南砺市 17   17 

計 213 1+(13) 1+(6) 213+(18) 

※１ 富山県内のみにＬＰガスの販売所を設置して販売事業を行う者をいいます。 

※２ 産業保安監督部の所管区域を越えて販売所を設置して販売事業を行う者をいいます。 

※３ 中部近畿産業保安監督部の所管区域内（富山、石川、岐阜、愛知、三重）であって２県以上の区域

内に販売所を設置して販売事業を行う者をいいます。 

※４ （ ）内は、販売事業者が富山県内に設置する販売所数を記載しています。 

 

・高圧ガスの充填量（令和５年における高圧ガス充填量調査結果） 

令和５年の一般高圧ガスの充填量は第５表、ＬＰガスの充填量は第６表のとおりです（容

器への充填量であり、ローリー・貨車への充填量は含みません)。 
 

第５表 一般高圧ガスの充填量（令和６年） 

 ガス種 
充填量※ 

液化ガス（百t） 圧縮ガス（万m3） 

一般高圧ガス 

酸素 9.9 38    

窒素 6.8 17    

アルゴン 6.4 18    

炭酸ガス 22.1 -    

水素 - 305    

アセチレン - 15    

塩素 94.5 -    

アンモニア 153.9 -    

 

第６表 ＬＰガスの充填量（令和６年） 

 

 

 

 

 

充填量 （単位 百t） ※ 

合計 工業用 一般消費者用 

423 26 397 
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・ＬＰガスの消費量 （高圧ガス消費量調査結果） 

   ＬＰガスの目的別消費量の推移は第７表のとおりです 
 

第７表 ＬＰガスの消費量の推移 

年次 
消費量 (単位 百t) 

合計 一般消費者用 工業用 自動車用 都市ガス増熱用 

２年 1,897 681 1,196 20 0 

３年 1,954 696 1,240 18 0 

４年 2,025 702 1,305 18 0 

５年 1,849 640 1,192 16 0 

６年 2,072 666 1,390 16 0 

 

 

(2) 高圧ガスの保安対策 

① 保安対策の概要 

・高圧ガス保安法関係 

高圧ガス保安法については、製造、販売、貯蔵等の取扱いに関する許可・届出等の許

認可業務を実施するとともに、完成検査、保安検査及び立入検査の実施により、保安の

確保を図っています。 

また、事業所の自主保安活動を促進するため、富山県高圧ガス安全協会等の関係団体

と連携を図りながら、保安講習会の開催や保安啓発資材の発行、事故対応訓練等を実施

しています。冷凍設備については、富山県冷凍設備保安協会等の関係団体と連携し、保

安管理研修会において、設備の適切な保守・管理や減災対策の実施を周知しています。 

 

・液化石油ガス法関係 

液化石油ガス法については、液化石油ガス販売事業者の登録や保安機関の認定、特定

供給設備の許可・完成検査等の許認可業務を実施するとともに、販売事業者等に対する

立入検査においてＬＰガスの供給設備や消費設備の点検調査等の確実な実施を指導し、

一般消費者等の保安の確保及び取引の適正化を図っています。 
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② 許可・検査等の実施状況 

・許可・届出等の状況 

 

第８表 許可・届出等件数の推移 

区分 根拠条項 

２

年

度 

３

年

度 

４

年

度 

５

年

度 

６

年

度 

高
圧
ガ
ス
保
安
法 

製造許可 第5条第1項 4 4 6 4 4 

製造事業届・製造届 第5条第2項 18 52 43 70 35 

製造施設等変更許可 第14条第1項 63 53 72 65 47 

第一種貯蔵所設置許可 第16条 2 3 1 1 2 

第二種貯蔵所設置届 第17条の2 2 7 7 8 2 

第一種貯蔵所位置等変更許可 第19条第1項 8 5 6 8 4 

販売事業届 第20条の4 23 28 14 12 33 

特定高圧ガス消費届 第24条の2 0 0 0 3 0 

特別充填許可 第48条第5項 0 0 0 0 0 

容器検査所登録・更新 第50条 4 6 3 1 0 

容器に充填するガスの種類又は

圧力の変更 
第54条第1項 2 0 0 0 0 

計 126 157 162 172 127 

液
化
石
油
ガ
ス
法 

販売事業登録 第3条 1 0 2 1 2 

保安機関認定 第29条 5 0 0 3 4 

保安機関認定更新 第32条第1項 2 2 10 93 91 

保安確保機器設置等方法認定 第35条の6 5 2 0 1 2 

貯蔵施設等設置許可 第36条 6 2 1 2 2 

貯蔵施設等変更許可 第37条の2 3 4 5 4 0 

充てん設備設置許可 第37条の4第1項 3 7 7 6 2 

充てん設備変更許可 第37条の4第3項 1 0 0 1 0 

液化石油ガス設備工事届 第38条の3 18 19 30 18 9 

特定液化石油ガス設備工事事

業開始届 
第38条の10 5 3 5 7 3 

計 49 39 60 136 115 

合計 175 196 222 308 242 
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・完成検査、保安検査等の状況 

高圧ガス保安法、液化石油ガス法に基づく完成検査、保安検査及び立入検査の実施状況は    

第９～11表のとおりです。 

     

ア 完成検査 

       完成検査では、許可又は変更許可を受けた製造施設等が、申請内容のとおりに完成し、

技術上の基準に適合しているか検査を行っています。 

 

第９表 完成検査実施件数の推移 

区 分 根拠条項 

２

年

度 

３

年

度 

４

年

度 

５

年

度 

６

年

度 

高圧ガス保安法 
製 造 施 設 完 成 検 査 第20条 53 58 64 76 46 

貯 蔵 所 完 成 検 査 第20条 8 6 8 8 8 

液化石油ガス法 
貯蔵施設等完成検査 第37条の３ 8 5 6 5 1 

充てん設備完成検査 第37条の４ 5 6 3 4 1 

合 計 74 75 81 93 56 

 

イ 保安検査 

       第一種製造者は、高圧ガス保安法第35条の規定により、許可を受けた製造施設について、

また、充てん事業者は、液化石油ガス法第37条の６の規定により、許可を受けた充てん設

備について、それぞれ定期的に保安検査を受けることが義務付けられています。 

       保安検査では、製造施設等が技術上の基準に適合しているか検査を行っています。 

 

第10表 保安検査実施事業所数（令和６年度） 

検査実施者 

製造施設の適用規則 

充てん 

設備 
計 一般則 

及び 

液石則 

コンビ則 冷凍則 

富 山 県 71 1 1 16 89 

高 圧 ガ ス 保 安 協 会 11 0 11 0 22 

指定保安検査機関  ※ １ 27 0 0 23 50 

認定保安検査実施者 ※ ２ 1 0 0 0 1 

計 110 1 12 39 162 

※１ 指定保安検査機関 

経済産業大臣の指定を受け、保安検査を実施する民間の機関 

※２ 認定保安検査実施者 

経済産業大臣の認定を受け、保安検査を自ら実施できる事業者 
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ウ 立入検査 

液化石油ガス法に基づき、液化石油ガス販売事業者及び保安機関の立入検査を実施

し、法令違反の有無等について検査を行っています。 

 
第11表 立入検査件数及び指導件数 

区  分 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

検査

件数 

指導 

件数 

検査

件数 

指導 

件数 

検査

件数 

指導 

件数 

検査

件数 

指導

件数 

検査

件数 

指導

件数 

販売事業者 

保安機関 
51 7 37 2 52 15 39 11 52 16 

 

 

条 項 項 目 法令違反の主な内容 件数 

法第７条 標識の掲示 
・販売所に掲示されている標識の記載内容に誤りが 

ある。 
１ 

法第14条 

第１項 
書面の交付 

・一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結し 

たときに、遅滞なく、法第14条第１項の規定によ 

る事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付 

していない。 

１ 

法第16条 

第１項 
貯蔵施設の基準 

・貯蔵施設に性能を満たす消火器が必要な個数設け 

られていない。 
１ 

法第16条 

の２ 
供給設備の基準 

・浸水のおそれのある地域において、充てん容器等が浸 

水によって流されることを防止する措置が講じられ 

ていない。 

２ 

・基準に適合した圧力測定器具が備えられていない。 １ 

法第28条 保安業務の委託 

・保安業務につき委託契約を締結したときに、法第 

28条第１項の規定による事項を法第28条第１項 

又は法第28条第２項の規定による方法により相 

互に交付していない。 

１ 

  計（文書指導したものに限る。） ７ 

 

③ 高圧ガス製造保安責任者等免状 

・高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状 

高圧ガスの製造事業所では、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受け、交付から１年

以上の経験を有する者のうちから、保安係員、保安技術管理者等を選任する必要がありま

す。 

また、可燃性ガス・毒性ガス・酸素の販売所では、第一種販売主任者免状の交付を受け

た者、ＬＰガスの販売所では、第二種販売主任者免状の交付を受けた者のうちから、販売

主任者（ＬＰガスを一般消費者等へ販売する場合は業務主任者）を選任しなければなりま

せん。 

これらの免状の取得のため、年１回の国家試験が実施されており、合格者には、一部の

免状を除き、都道府県が免状を交付しています。 

製造保安責任者・販売主任者免状交付件数の推移及び製造保安責任者・販売主任者試験

結果は第12表、第13表のとおりです。 
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第12表 製造保安責任者・販売主任者免状交付件数の推移 

種 別 
２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

交付 再交付 交付 再交付 交付 再交付 交付 再交付 交付 再交付 

乙 種 化 学 15 1 13 0 13 1 18 1 10 0 

乙 種 機 械 11 0 13 1 23 1 20 0 23 0 

丙種化学(液石) 15 1 33 0 26 0 19 2 14 2 

丙種化学(特別) 29 1 60 1 61 0 84 1 58 2 

第二種冷凍機械 10 0 20 0 17 0 21 0 19 0 

第三種冷凍機械 15 1 53 1 38 0 56 0 36 0 

第 一 種 販 売 24 1 25 2 14 0 17 0 15 0 

第 二 種 販 売 50 3 49 5 38 2 41 2 32 5 

計 169 8 266 10 230 4 276 6 207 9 

※ 氏名変更による再交付を除く。 

※ 免状交付事務は、都道府県から委託を受けて高圧ガス保安協会が実施しています。 

 

第13表 製造保安責任者・販売主任者試験結果 （11月10日(日)：富山大学） 

種 別 

６年度 

出願者 受験者 合格者 合格率 

(人) (人) (人) (％) 

乙 種 化 学 39 35 10 28.6 

乙 種 機 械 71 66 23 34.8 

丙 種 化 学 （ 特 別 ） 138 128 63 49.2 

丙 種 化 学 （ 液 石 ） 48 46 16 34.8 

第 二 種 冷 凍 機 械 58 50 20 40.0 

第 三 種 冷 凍 機 械 100 85 37 43.5 

第 一 種 販 売 29 28 12 42.9 

第 二 種 販 売 78 67 34 50.7 

計 561 505 215 42.6 

※ 試験事務は、高圧ガス保安協会富山県試験事務所（(一社)富山県エルピーガス

協会内）が実施しています。 

 

・液化石油ガス設備士免状 

液化石油ガスの供給設備又は消費設備の設置等の工事を行う者は、液化石油ガス設備士免

状を取得し、作業に従事するときは常に携帯する必要があります。 

設備士免状の取得のため、年１回国家試験が実施されているほか、国が指定する養成施設

で講習が実施されており、合格者（講習修了者）に都道府県が免状を交付しています。なお、

液化石油ガス設備士免状交付件数の推移及び液化石油ガス設備士試験結果は第 14 表、   

第 15表のとおりです。 
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第14表 液化石油ガス設備士免状交付件数の推移 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

交 付 32 44 46 43 45 

再 交 付 2 3 3 1 2 

書 換 え 7 17 12 3 3 

※ 住所表記変更による書換えを除く。 

※ 免状交付事務は、都道府県から委託を受けて高圧ガス保安協会が実施しています。 

 

第15表 液化石油ガス設備士試験結果 

 ６年度 

出願者数 

全科目(人) 33 

筆記免除(人) 2 

計(人) 35 

筆記試験 

受験者数(人) 33 

合格者数(人) 13 

合格率 (%) 39.4 

技能試験 

受験者数(人) 13 

合格者数(人) 12 

合格率 (%) 86.7 

※ 筆記試験：11月12日(日)：富山大学 

技能試験：12月４日（月）：富山県技術専門学院 

※ 試験事務は、高圧ガス保安協会富山県試験事務所（(一社)富山県

エルピーガス協会内）が実施しています。 

 

(3) 自主保安活動の推進 

・高圧ガス保安活動促進週間 

経済産業省の主唱により、毎年、高圧ガス保安活動促進週間（10月 23日～29日）が定め

られ、高圧ガスに関する自主保安活動の促進を図っています。 

令和６年度も、引き続き富山県高圧ガス安全協会等の関係団体と連携・協力して、保安講

習会の開催や週間ポスターの配布などを行い、保安意識の啓発を推進しました。 

また各事業所においては、この週間に合わせて従業員に対する保安教育や設備の点検整備、

防災訓練などが実施されました。 

 

・高圧ガス移動防災訓練 

高圧ガスの移動時の事故の拡大防止を目的として、富山県高圧ガス地域防災協議会との共

催により、高圧ガス移動防災訓練を 10 月８日(火)に富山県広域消防防災センターで実施し

ました。 

この訓練は３部構成で、第１部では、液化アンモニアタンクローリー事故想定訓練が大型

トラックに衝突された衝撃で配管の一部が損傷し、アンモニアガスが漏えいした想定で、応

急措置や救護活動、除害活動等の訓練を実施しました。 

第２部ではＬＰガスやカセットボンベの着火実験、特殊高圧ガスの自然発火による燃焼実

験及び水素ガスの燃焼実験により、高圧ガスの安全な取扱いを確認しました。 

第３部では、ＬＰガスの充填容器を積載した車両が交差点で乗用車に衝突された衝撃で容

器が荷台から落下し、容器バルブを破損してＬＰガスが漏えいした想定で、応急処置や救護

活動、発生した火災の消火活動等の訓練を実施しました。      
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・講習会の開催 

高圧ガス取扱事業所の保安管理や教育訓練の充実等に資するため、富山県高圧ガス安全協

会との共催により、事業所の保安担当者を対象に、保安講習会を開催しました。 

開催年月日 令和６年10月29日 

場 所 オンライン開催 

演題及び 

講師 

「高圧ガス事故事例と視聴覚資料について」 

高圧ガス保安協会 山田 敏弘 

「県内における高圧ガス事故の状況について」 

富山県危機管理局消防課 

受講者 180名 

 

(4) 高圧ガスの事故発生状況 

① 高圧ガスの事故 

全国及び本県の高圧ガスに関する災害事故の発生件数の推移は第16表のとおりであり、増

加傾向になっています。また、事業所における発生件数が多くを占めています。 

県内では令和６年は災害事故が27件発生しました。 

災害事故の原因については、腐食管理不良が７件、検査管理不良が４件、締結管理不良、

誤操作が各３件、シール管理不良、施工管理不良、その他が各２件、点検不良、製作不良、

設計不良、地震が各１件でした。 

 

第16表 高圧ガスに関する事故件数の推移 

区分 27年 28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

災害 

事故 

全国 706 900 745 929 697 659 696 760 780 745 

富山県 5 9 7 13 16 32 10 21 8 27 

喪失･

盗難 

全国 302 371 256 163 56 50 43 39 35 45 

富山県 1 1 6 3 4 0 0 2 0 0 

※ 経済産業省では、全国の高圧ガス事故統計を｢災害事故｣と｢容器の喪失･盗難｣に分類しています。 

※ 速報値のため、変更等があります。 

 

② ＬＰガスの事故 

全国及び本県のＬＰガス（液化石油ガス法が適用されるものに限る。）に関する事故の発

生件数の推移は第17表のとおりです。 

 

第17表 ＬＰガスに関する事故件数の推移 

区 分 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

LPガス 

一般消費者等事故 

全 国 198  220  264 192 217 

富山県 2  1  2 0 1 

※ 経済産業省では、液化石油ガス法に係る事故を「ＬＰガス事故」「容器の喪失・盗難」「その他の

事故」に区分しており、上表はうち「ＬＰガス事故」のみを集計したものです。 

※ 速報値のため、変更等があります。 

 

(5) 関係団体における自主保安活動 

高圧ガスによる事故の未然防止を図るためには、法による規制のみならず、実際に高圧ガスを取

り扱う事業所の自主保安活動が重要です。 
このため、富山県高圧ガス安全協会や（一社）富山県エルピーガス協会等の関係保安団体におい

て、保安講習会や保安技術指導等を積極的に実施し、事業所の自主保安活動の推進を図っています。 
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② 高圧ガス保安法関係 

富山県高圧ガス安全協会では、保安管理研究会や販売技術研究会を開催し、高圧ガス保安防災

力向上に資する映像資料の作成・周知するとともに特定高圧ガスの消費に関する講習会を企画・

開催するなど、事故の未然防止と公共の安全の確保を図っています。 
また、富山県冷凍設備保安協会では、高圧ガス保安協会から委嘱された保安検査員が、年１回

の施設検査や３年に１回の保安検査を実施し、保安の確保を図っています。 
 

③ 液化石油ガス保安法関係 
(一社)富山県エルピーガス協会では、「ＬＰガス快適生活向上運動」として、一酸化炭素中毒事故

防止対策、ガス放出防止型高圧ホースやガス栓カバーの設置等の自然災害対策を推進しています。 
また、「ふれあいサポート運動」として、会員事業者の協力のもと一人暮らしの高齢者宅を訪問

し、安全なガス器具の取扱いに関する説明を行いながらガス器具の無料点検を実施（平成17年度

の開始から令和６年度末までに約10万戸で点検を実施）するとともに、「火育事業」として、小

学校へ出向き火を扱ったことのない児童に正しく安全な火の取扱いを教え、「人を育むＬＰガス」

を推進しています。 
さらに、県や県内の全市町村との「災害時における緊急用燃料の供給に関する協定」及び北陸

３県での「北陸三県災害時相互支援協定」に基づき、地震や風水害等の災害時において避難所等

へＬＰガスを優先して安全に供給する体制、広域災害に対処できる体制を整備しています。 
 
<関係団体の概要> 
○ 富山県高圧ガス安全協会              （令和８年１月１日現在） 

所在地 
富山市新総曲輪１番７号 

（富山県危機管理局消防課内） 
電話 (076)444-4588 

会 長 中川 明浩（日産化学㈱富山工場 工場長） 

役 員 会長１名 副会長１名 理事10名 監事２名 

会員事業所 134事業所 

事業内容 

高圧ガスに関する諸法規の研究指導 

高圧ガスに関する保安管理技術及び取扱技術の研究指導 

高圧ガスに関する講習会・研究会の開催及び資料の収集・配布 

設立年月日 昭和43年12月７日 

 

○ 一般社団法人富山県エルピーガス協会        （令和７年12月１日現在） 

所在地 
富山市桜橋通り６-11 

 富山フコク生命第一ビル４F 
電話 (076)441-6993 

会長 東狐 光俊（北日本物産㈱ 代表取締役） 

役 員 代表理事１名 副代表理事３名 理事22名 監事３名 

会員事業所 252事業所 

事業内容 

消費者に対する保安啓発活動 

販売事業者に対する保安技術指導 

富山県ＬＰガス保安センター（認定保安機関）の運営 

ＬＰガスお客様相談所の運営 

設立年月日 昭和30年12月15日 
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○ 富山県冷凍設備保安協会               （令和８年１月１日現在） 

所在地 
射水市三ヶ3275－３ 

 小杉スタービル301号室 
電話 (0766)50-9133 

会 長 土肥 優史 （アステラス製薬㈱ 富山技術センター長） 

役 員 会長１名 副会長２名 常任理事２名 理事３名 専務理事１名 監事２名 

会員事業所 65事業所 

事業内容 

冷凍設備の保安検査、施設検査の実施 

冷凍設備に関する保安管理技術及び取扱技術の研究指導 

冷凍設備に関する講習会・研究会の開催及び資料の収集・配布 

設立年月日 昭和26年５月10日 

 

○ 富山県高圧ガス地域防災協議会           （令和７年12月１日現在） 

所在地 
富山市桜橋通り６-11 

（一般社団法人富山県エルピーガス協会内） 
電話 (076)441-6993 

会 長 東狐 光俊 

役 員 会長１名 副会長１名 理事17名 監事２名 

会員事業所 390事業所 

事業内容 

高圧ガス移動防災訓練等の実施 

高圧ガス移動監視者講習の実施 

連合会活動への参加 

設立年月日 昭和47年２月15日 
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２． 火薬類 

(1) 火薬類の現況 

・火薬類取締法に基づく製造・貯蔵・販売等の状況 

火薬類取締法及び武器等製造法に基づく許可事業者数は第18表のとおりです。 

 

第 18表 火薬庫等設置状況（令和７年３月31日現在） 

区分 事 業 所 数 

火 薬 類 販 売 所 59※ 

火 薬 庫 
（棟数） 

１ 級 10 

２ 級 0 

３ 級 2 

煙 火 6 

実 包 6 

庫 外 貯 蔵 場 所 19 

武器等製造所 (猟銃等) 5 

武器等販売所 ( 〃 ) 5 

※ 競技用紙雷管販売所50事業所を含みます。 

 

・火薬類の消費量 

県内の火薬類の消費量は、昭和 40 年代には毎年 300 トン前後で、主に採石、道路建設工

事及び災害復旧工事等に使用されていました。その後、電源開発や砂防ダム工事等を中心に、

火薬類の消費量が増加し、最盛期（昭和53年度）には、1,000トンを超えていました。平成

元年度以降は、減少傾向が続いていましたが、近年は利賀ダム関連工事や東海・北陸自動車

道のトンネル工事等により増加に転じています。 

令和２～令和６年度の火薬類消費量の推移は第19表のとおりです。 

 

第19表 火薬類消費量(許可数量) 

 ２ 年 度 ３ 年 度 ４ 年 度 ５ 年 度 ６ 年 度 

消 費 量 45 トン 111 トン 316 トン 371 トン 527 トン 

 

(2) 火薬類の保安対策 

・保安対策の概要 

火薬類の保安対策としては、火薬類の不正流出の防止と消費中の災害事故の未然防止が重要で

す。このため、火薬類の譲受・消費許可や火薬庫設置許可等の許認可業務や火薬類取扱事業所に

対する立入検査を実施するとともに、保安講習会の開催等を通じて取扱者の保安技術の向上及び

保安意識の高揚に努めています。 
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・許可・検査等の実施状況 

火薬類取締法及び武器等製造法に基づく許可・検査等の実施状況は第20表、第21表のと

おりです。 

 

第20表 許認可件数 

区   分 該当条項 ４年度 ５年度 ６年度 

販 売 営 業 許 可 火薬類取締法第５条 0 1 0 

火 薬 庫 設 置 等 許 可 火薬類取締法第12条第１項 1 0 0 

庫 外 貯 蔵 場 所 指 示 火薬類取締法施行規則第15条 5 10 8 

危 害 予 防 規 程 認 可 火薬類取締法第28条第１項 0 0 0 

保 安 教 育 計 画 認 可 火薬類取締法第29条第１項 0 1 0 

譲 渡 許 可 火薬類取締法第17条 3 8 4 

譲 受 許 可 火薬類取締法第17条 21 21 22 

消費許可(煙火以外) 火薬類取締法第25条 19 21 20 

消 費 許 可 ( 煙 火 ) 火薬類取締法第25条 61 66 64 

廃 棄 許 可 火薬類取締法第27条 1 1 0 

輸 入 許 可 火薬類取締法第24条 0 0 0 

猟 銃 等 販 売 許 可 武器等製造法第19条 0 0 0 

猟 銃 等 製 造 許 可 武器等製造法第17条 1 0 0 

合 計  112 129 118 

 

 

第21表 立入検査等の件数 

区      分 
令和７年 

３月末の数 

６ 年 度 

立入検査（件） 保安検査（件） 完成検査（件） 

火 薬 庫 14 9 9 0 

消 費 場 所  18   

庫 外 貯 蔵 所 19 6   

販 売 所  59※ 9   

猟銃関係事業所  5 5   

合 計     97 47 9 0 

※ 競技用紙雷管販売所50件を含みます。 

 

〈立入検査の主な指摘事項〉 

帳簿類への記載等の徹底 

火薬類取扱設備の標示掲示内容の不備についての指摘 

保安教育の実施及び記録方法に対する指摘 

煙火消費時の防消火対策の徹底 

 

・火薬類保安責任者免状 

火薬庫の所有者（占有者）、月25㎏以上の火薬又は爆薬を消費する者は、火薬類取扱保安

責任者、同代理者及び副保安責任者を火薬類取扱保安責任者免状所有者の中から選任するこ

とになっています。 
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令和６年度の火薬類保安責任者免状の交付等の件数及び火薬類保安責任者試験の結果は

第22表、第23表のとおりです。 

 

第22表 火薬類保安責任者免状交付等件数 

区 分 ６年 度 

交 付 18 件 

再 交 付 1 件 

 

第23表 火薬類保安責任者試験結果 

区      分 
６ 年 度 

受験者(人) 合格者(人) 合格率(％) 

取 扱 保 安 

責 任 者 

甲種 27 17 63.0 

乙種 8 3 37.5 

製造保安責任者 丙種 0 0 0 

計 35 20 57.1 

※火薬類保安責任者試験は毎年１回、(公社)全国火薬類保安協会が実施しています。 

 

 

・火薬類危害予防週間（令和６年６月10日～16日） 

経済産業省は、毎年、６月 10 日～16 日を火薬類危害予防週間と定め、火薬類に関する災

害事故や盗難の未然防止活動を推進しています。県では、週間中に(一社)富山県火薬類保安

協会と連携・協力し、週間のポスター及び標語を火薬類取扱事業所に配布するなど、週間の

趣旨について周知し、保安意識の高揚を図っています。 

 

(3) 火薬類の事故発生状況 

全国及び県内の火薬類に関する事故の発生状況は、第24表のとおりです。 

 

第24表 火薬類に関する事故件数の推移 

種 類 
２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

全国 富山県 全国 富山県 全国 富山県 全国 富山県 全国 富山県 

産 業 火 薬 5 0 4 0 9 0 5 0 14 0 

煙 火 11 0 15 0 31 0 59 0 52 0 

がん具煙火 16 0 8 0 11 0 19 0 22 0 

合 計 32 0 27 0 51 0 83 0 88 0 

 

 

(4) 関係団体における自主保安活動 

火薬類による災害事故の未然防止を図るためには、法による規制のみならず、実際に火薬類を

取り扱う事業所の自主保安活動が重要です。 

このため、(一社)富山県火薬類保安協会が保安指導や保安講習会等を積極的に実施し、自主保

安活動を推進しています。 

また、昭和 50 年７月からは内閣官房副長官及び通商産業省立地公害局長通達に基づく手帳制

度が実施されており、毎年１回保安教育講習の受講が義務づけられるとともに、火薬類取扱保安
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責任者免状所有者は保安手帳を、その他の者は従事者手帳を所持しないと火薬類の取扱いができ

なくなり、火薬類を取扱う者の保安教育の充実が図られています。 

なお、平成９年１月から、保安手帳所持者のうち保安教育講習の優良修了者は、翌年の受講を

免除する緩和措置が設けられています。 

 

 

○ (一社)富山県火薬類保安協会の概要          （令和７年12月１日現在） 

所 在 地 
富山市桜木町１－11 

（佐藤工業㈱ 北陸支店内） 
電話 (076)433-3135 

会 長 川島 康広（佐藤工業㈱ 北陸支店長） 

役 員 会長１名 副会長２名 専務理事１名 理事16名 監事２名 

会 員 88事業所  

事 業 内 容 

火薬類の取扱及び諸法令に関する講習会等の開催 

火薬類に関する調査・研究、会員の表彰 

火薬類取扱技術に関する実地指導及び相談 

火薬類取扱保安責任者試験の実施 

設 立 年 月 日 昭和42年11月24日 
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３． 電気工事 

(1) 電気工事業の登録等の状況 

電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」（以下「電気工事業法」という。）に

より、登録電気工事業者と通知電気工事業者の２者に大きく分類されます。 
登録電気工事業者とは、一般用電気工作物等に係る電気工事（一般用電気工事）を営む業者（併せ

て自家用電気工作物に係る電気工事（自家用電気工事）を営む業者を含む。）で、電気工事業法に基づ

き県等の登録を受けた「登録電気工事業者」と、建設業法に基づき建設業の許可（電気工事業）を受

け、かつ、電気工事業法に基づき開始届を県等に提出したいわゆる「みなし登録電気工事業者」の２

者に分類されます。 
また、通知電気工事業者とは、自家用電気工事のみを営む業者で、電気工事業法に基づき県等に通

知した「通知電気工事業者」と、建設業の許可を受け、かつ、電気工事業法に基づき県等に通知した

「みなし通知電気工事業者」の２者に分類されます。 
令和５年度の電気工事業の主な登録等の件数及び電気工事業者数は第 25 表、第 26 表のとお

りです。 

 

第25表 登録届出等の件数 

区    分 電気工事業法条項 ６ 年 度 

登 
 

録 
 

業 
 

者 

登 録 第3条第1項 37 

更 新 登 録 第3条第3項 63 

登録行政庁変更届 第8条 0 

承 継 届 第9条 4 

登録事項変更届 第10条 10 

廃 止 届 第11条 12 

登 録 証 再 交 付 第12条 2 

登録簿謄本交付 第16条 0 

登 録 簿 閲 覧 第16条 1 

小 計  129 

登
録
業
者 

み
な
し 

 

開 始 届 第34条第4項 30 

届出事項変更届 第34条第4項 94 

廃 止 届 第34条第4項  25 

小 計  149 

通
知
業
者 

通 知 届 第17条の2 1 

通知事項変更届 第17条の2 0 

廃 止 届 第17条の2 0 

小 計  1 

通
知
業
者 

み
な
し 

 

通 知 届 第34条第5項 0 

通知事項変更届 第34条第5項 0 

廃 止 届 第34条第5項 0 

小 計  0 

合 計  279 
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第26表 電気工事業者数 （令和７年12月１日現在） 

区     分 業 者 数 

登 録 業 者 550 

みなし登録業者(届出業者) 757 

通 知 業 者 7 

み な し 通 知 業 者  4 

合     計 1,318 

  

(2) 電気工事士の概況 

電気工事の欠陥による災害の発生の防止を目的として「電気工事士法」が定められており、

電気工事士でなければ、自家用電気工作物や一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事

してはならないことになっています。 

電気工事士免状は第一種と第二種に区分されており、それぞれ従事できる工事の種別及び免

状の交付状況は次のとおりです。 

なお、旧の電気工事士免状（昭和63年８月31日以前に交付されたもの）は第二種電気工事

士免状とみなされます。 

 

・電気工事士の種別 

〇第一種電気工事士  自家用電気工作物及び一般用電気工作物等の工事に従事できます。 
                 免状の交付を受けるには、原則として、第一種電気工事士試験合格及

び３年以上の実務経験が必要です。 
      〇第二種電気工事士  一般用電気工作物等の工事に従事できます。 
                 免状の交付を受けるには、原則として、第二種電気工事士試験に合格

することが必要です。 

 

・電気工事士免状の交付状況 

令和６年度の電気工事士免状の交付等の件数は第27表のとおりです。 

県内では、令和６年度末現在で、第一種電気工事士は9,007人、第二種電気工事士は 

29,742人となっています。 

 
第27表 ６年度電気工事士免状交付等件数 

区   分 第 一 種 第 二 種 計 

交 付 134 535 669  

再 交 付 16 34 50  

書 換 え 2 8 10  

計 152 577 729  

※ 電気工事士試験事務は、一般財団法人電気技術者試験センターで実施しています。 

 

(3) 関係団体における自主保安活動 

電気工事の欠陥による災害を防ぐため、電気工事業者には、高度な工事技術の習得、保安へ

の取組み強化等が求められています。 

 しかしながら、電気工事業者は中小規模の事業者が大部分であり、単独での技術向上が困難

なことから、業界全体で技術向上を推進する必要があります。 

このため、富山県電気工事工業組合では、研修会、講習会等を通じ、電気工事業者の技術のレ

ベルアップと需要家に対する電気使用安全の啓発等を行っています。 
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○ 富山県電気工事工業組合 （令和７年12月１日現在） 

所 在 地 富山市上冨居一丁目７番12号 

理 事 長 藤田 淳一 電 話 (076)471-7551 

役 員 
理事長１名 副理事長１名 常務理事５名 

理事21名 監事２名 

組 合 員 491事業所 

事 業 内 容 

電気工事業に関する指導及び教育 

電気工事業に関する情報又は資料の収集及び提供 

電気工事業に関する調査研究 

設 立 年 月 日 昭和22年4月19日 

 

 


